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　鳥インフルエンザ（avian influenza: AI）が2014年1月にアジア諸国で発生・流行すると、同
年12月16日には宮崎県でも家禽類のAIへの感染が確認された。現時点でそれに伴う静岡県内
でのAI感染は報告されていないが、AIの蔓延は県内の養鶏産業－「採卵鶏飼養戸数69戸、飼養
羽数326万羽」（2013年時点）－にとっても脅威となりうる。
　自国内へのAI流入を防止するべく、輸入国はAI汚染国からの家禽製品の輸入に制限を課す
のが一般的であるが、他方でそれが過度に厳格なものとなれば、本来の目的を通り越して家禽
製品に対する不必要な貿易障害となる恐れもある。このような「加盟国の規律権限」と「貿易障
壁の撤廃」の調整に指針を提供するのが世界貿易機関（World Trade Organization: WTO）の役
割である。現在は、WTOでの議論を背景にAIの流入防止を目的とした貿易政策のあるべき姿
を国際通商法の観点から分析し、提言を行うことを目指している。
　なお関連する最近の成果物として、石川義道「インド－鳥インフルエンザを理由とした特定
農産品の輸入禁止（DS430）：地域主義に基づく衛生植物検疫措置の実施に向けて」RIETI 
Policy Discussion Paper Series 16-P-002（2016年）1-39頁を参照。また、国際学会での報告
としてIshikawa, Yoshimichi, Effectively Combating Avian Flu in Asia through “Regionalization” , 
2015 ILA-ASIL Asia-Pacific Research Forum （26 May 2015 in Taipei）がある。
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●連　絡　先

世界貿易機関（WTO）、二国間経済連携協定（EPA）、環太平洋パートナーシップ
（TPP）協定などにおける国際通商を巡る各種の法的問題についての調査が可能。

世界貿易機関（WTO），鳥インフルエンザ，国際通商法，
TPP（環太平洋パートナーシップ）協定，漁業資源管理
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国際通商法における感染症対策のあり方を巡る研究
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